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○ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 厚 生 省 令 第 三 十 五 号 ） （ 抄 ）  

 

（ 令 第 二 条 の 四 の 環 境 省 令 で 定 め る 基 準 等 ）  

第 一 条 の 二  令 第 二 条 の 四 第 一 号 の 環 境 省 令 で 定 め る 廃 油 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  令 第 二 条 の 四 第 五 号 ニ の 環 境 省 令 で 定 め る 廃 水 銀 等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  別 表 第 一 に 掲 げ る 施 設 に お い て 生 じ た 廃 水 銀 又 は 廃 水 銀 化 合 物 （ 水 銀 使 用 製 品 が 産 業 廃 棄 物 と

な つ た も の に 封 入 さ れ た 廃 水 銀 又 は 廃 水 銀 化 合 物 を 除 く 。 ）  

二  （ 略 ）  

６ ～ 1
7  （ 略 ）  

 

（ 水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄 物 ）  

第 七 条 の 二 の 四  令 第 六 条 第 一 項 第 一 号 ロ の 水 銀 又 は そ の 化 合 物 が 使 用 さ れ て い る 製 品 が 産 業 廃 棄 物
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と な つ た も の で あ つ て 環 境 省 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の が 産 業 廃 棄 物 と な つ た も の と す る 。  
一  新 用 途 水 銀 使 用 製 品 の 製 造 等 に 関 す る 命 令 （ 平 成 二 十 七 年 内 閣 府 ・ 総 務 省 ・ 財 務 省 ・ 文 部 科 学

省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産 省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 ・ 環 境 省 令 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 号 又 は 第

三 号 に 該 当 す る 水 銀 使 用 製 品 で あ つ て 別 表 第 四 に 掲 げ る も の  

二  前 号 に 掲 げ る 水 銀 使 用 製 品 を 材 料 又 は 部 品 と し て 用 い て 製 造 さ れ る 水 銀 使 用 製 品 （ 別 表 第 四 下

欄 に × 印 の あ る も の に 係 る も の を 除 く 。 ）  

三  （ 略 ）  

 

（ 水 銀 等 の 割 合 が 相 当 の 割 合 以 上 で あ る 水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄 物 及 び 水 銀 含 有 ば い じ ん 等 ）  

第 七 条 の 八 の 三  令 第 六 条 第 一 項 第 二 号 ホ （ ２ ） の 環 境 省 令 で 定 め る も の は 、 次 の と お り と す る 。  

一  水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄 物 の う ち 、 別 表 第 五 に 掲 げ る も の が 産 業 廃 棄 物 と な つ た も の  

二  （ 略 ）  
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別 表 第 一 （ 第 一 条 の 二 関 係 ）  
一 ～ 三  （ 略 ）  

四  水 銀 を 媒 体 と す る 測 定 機 器 （ 水 銀 使 用 製 品 （ 水 銀 圧 入 法 測 定 装 置 を 除 く 。 ） を 除 く 。 ） を 有 す

る 施 設  

五 ～ 十 七  （ 略 ）  

 

別 表 第 四 （ 第 七 条 の 二 の 四 関 係 ）  

一 ～ 三  （ 略 ）                （ 略 ）  

四  蛍 光 ラ ン プ （ 冷 陰 極 蛍 光 ラ ン プ 及 び 外 部 電 極 蛍 光 ラ ン プ を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ）  
× 

五 ～ 二 十 二  （ 略 ）  （ 略 ）  

二 十 三  放 電 管 （ 水 銀 が 目 視 で 確 認 で き る も の に 限 り 、 放 電 ラ ン プ （ 蛍 光 ラ ン プ 及 × 
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び Ｈ Ｉ Ｄ ラ ン プ を 含 む 。 ） を 除 く 。 ）  
二 十 四 ～ 二 十 六  （ 略 ）  （ 略 ）  

二 十 七  水 銀 圧 入 法 測 定 装 置   

二 十 八  （ 略 ）  （ 略 ）  

二 十 九  ガ ス 分 析 計 （ 水 銀 等 を 標 準 物 質 と す る も の を 除 く 。 ）   

三 十  容 積 形 力 計   

三 十 一  滴 下 水 銀 電 極   

三 十 二  （ 略 ）  （ 略 ）  

三 十 三  水 銀 等 ガ ス 発 生 器 （ 内 蔵 し た 水 銀 等 を 加 熱 又 は 還 元 し て 気 化 す る も の に 限

る 。 ）  

 

三 十 四 ～ 四 十 三  （ 略 ）  （ 略 ）  

備 考  （ 略 ）  

 



 

 

 

5 

別 表 第 五 （ 第 七 条 の 八 の 三 関 係 ）  
一 ～ 四  （ 略 ）  

五  弾 性 圧 力 計  

六  圧 力 伝 送 器  

七 ～ 十 三  （ 略 ）  

十 四  放 電 管 （ 放 電 ラ ン プ （ 蛍 光 ラ ン プ 及 び Ｈ Ｉ Ｄ ラ ン プ を 含 む 。 ） を 除 く 。 ）  

十 五 ～ 十 八  （ 略 ）  

十 九  容 積 形 力 計  

二 十  （ 略 ）  

二 十 一  滴 下 水 銀 電 極  

二 十 二 ～ 二 十 四  （ 略 ）  


